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適用地域の自治体における住民票等の交付機能が回復しましたことから、この特例措置は廃止いたしました。







 

 

自重税０２ 

 

 

 

平成 23 年１2 月 

国 税 庁 

この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

この震災により被災された方については、自動車重量税に関して、パンフレット自重税０１「東日

本大震災により自動車に被害を受けられた方へ」の措置のほか、新たに次のような税制上の措置が追

加されました。 
 

 

震災特例法では、既に走行の用に供していた二輪車等を除く自動車が、東日本大震災により被害を

受けて滅失、解体又は用途の廃止をした場合に、被災自動車の「所有者」の方に対し、車検残存期間

に対応する自動車重量税を還付することとされています。 

この度、この特例還付の適用対象の範囲に「二輪車等」が追加されました。 

新たに特例還付の適用対象となった「二輪車等」とは以下のようなものをいいます。 

車   種 具 体 例 

検査自動車 

小型二輪車 250cc 超の二輪車 

普通自動車、小型自動車 
又は検査対象軽自動車 

被けん引車 

届出軽自動車 
検査対象外 
軽 自 動 車 

二輪車 125cc 超 250cc 以下の二輪車 

その他 被けん引車（検査対象外のもの） 
 

 

被災した二輪車等の所有者の方は、平成 25 年３月 31 日までの間に、自動車重量税の還付申請書

を原則として使用の本拠の位置を管轄する運輸支局（自動車検査登録事務所）又は軽自動車検査協会

事務所（以下「運輸支局又は軽自動車検査協会」といいます。）の窓口に提出してください。 

提出に当たっては、永久抹消登録、自動車検査証の返納又は軽自動車届出済証の返納等（以下「永

久抹消登録等」といいます。）の手続が必要となりますので、手続がお済みでない場合には、運輸支局

又は軽自動車検査協会において永久抹消登録等の手続と還付申請書の提出をあわせて行ってください。 

（注）検査対象軽自動車に該当する被けん引車については、軽自動車検査協会が窓口となります。 
 

 

○ 検査自動車の場合 

車検のある検査自動車の場合には、納付した自動車重量税額のうち、車検残存期間（平成 23 年

３月 11 日から自動車検査証の有効期間満了日までの月数）に応じ、以下により計算した金額が還

付されます。 

 
 

※ 車検残存期間が１か月以上あるもの（有効期間満了日が平成 23 年４月10 日以降のもの）が還付対象です。 

車検残存期間の計算において、１か月未満の日数は切捨てとなります（例：１か月と 15 日 ⇒ １か月）。 

○ 届出軽自動車の場合 

車検のない届出軽自動車の場合には、以下の区分に応じた一定の金額が還付されます。 

用 途 車  種 還付金額 

自家用 
二輪車（125cc 超 250cc 以下） 3,150 円 

その他（被けん引車（検査対象外のもの）） 6,600 円 

営業用 
二輪車（125cc 超 250cc 以下） 2,250 円 

その他（被けん引車（検査対象外のもの）） 4,200 円 

東日本大震災に関する税制上の追加措置について 
（ 自 動 車 重 量 税 関 係 ）  

１．自動車重量税の特例還付の適用対象の拡大（二輪車等の追加） 

還付を受けられる金額 

還 付 金 額  ＝  納 付 し た 自 動 車 重 量 税 額  ÷ 車 検 証 の 有 効 期 間  ×  車 検 残 存 期 間 

還付申請書の提出先 



 

 

 

 

震災特例法では、被災自動車の使用者であった方が、平成 23 年３月 11 日から平成 26 年４月 30

日までの間に、買換車両を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、自動車重量税に係る免

税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する

こととされています。 

この度、この免税措置の適用対象の範囲に「二輪車等」が追加され、二輪車等の使用者であった方

が新たに二輪車等を買い換える場合にも、自動車重量税が免除されることとなりました。 

なお、この免税措置は、二輪車等から自動車又は自動車から二輪車等へ買い換える場合にも適用を

受けることができます。この場合、自動車重量税が免除される二輪車等又は自動車の数は、被災する

前に使用していた二輪車等及び自動車の合計台数以下となります。 

 

 

被災した二輪車等の使用者であった方は、平成 26 年４月 30 日までの間に、買換車両の使用の本

拠の位置を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に、自動車検査証の交付等又は車両番号の

指定を受ける際に必要な書類とあわせて、自動車重量税に係る免税届出書を提出してください。 

 

 

この免税措置の適用を受けることができる買換車両について、既に自動車重量税を納付してしまっ

た場合には、その納付された自動車重量税の還付を受けることができます。 

還付を受ける場合には、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた運輸支局又は軽自動車

検査協会の窓口に「自動車重量税過誤納証明書交付請求書」及び当該買換車両の「自動車検査証」又

は「軽自動車届出済証」を提出し「自動車重量税過誤納証明書」の交付を受け、その証明書を住所地

の所轄税務署に提出してください。 

 

 

○ 自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容や二輪車等の永久抹消登録等の手続について、 

ご丌明な点や更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、以下にお問い合わせください。 

【自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容】 

最寄りの税務署へ（住所地の所轄税務署以外でも、ご相談を受け付けています。） 

【二輪車等の永久抹消登録等の手続】 

最寄りの運輸支局又は軽自動車検査協会へ 
 

○ 国税庁ホームページでは、この震災により被災された方の申告・納税等に関する各種パンフレ

ットや各種手続に使用する様式等を掲載しています。 

   国税庁ホームページ 【www.nta.go.jp】 

このほか、永久抹消登録等の手続については、以下のホームページもご覧ください。 

国土交通省ホームページ 【www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm】 

   軽自動車検査協会ホームページ 【www.keikenkyo.or.jp】 
 

○ 大変多くの方が還付手続をされることが予想されますので、還付金のお支払いまで時間がかか

る場合があります。皆様には大変ご丌便をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いい

たします。 

２．自動車重量税の免税措置の拡大（二輪車等の追加） 

既に自動車重量税を納付してしまった場合には 

免税届出書の提出先 



 

被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付申請書（東日本大震災用） 
 
 

 

 
平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         税務署長  殿 

還
付
申
請
者(

所
有
者)
 

（住    所)(〒      －         ） 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 
                                                

    ㊞ 

同
上
代
理
人 

（住    所)(〒      －         ） 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 
                                                

    ㊞ 

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条第１項及び第２項に規定

する還付を受けたいので申請します。 

書 類 送 付 先 

（住  所)(〒      －         ）   
 
 

（電話番号   －   －   ）

※ 書類の送付先住所が「還付申請者」欄の住所と異なる場合に記載してください。 

現 在 の 連 絡 先 
□ 携帯電話 

□ その他 

※ 必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。 

被 災 自 動 車 等 

自動車登録番号又は車両番号 車 台 番 号 

  

還 付 さ れ る 

税 金 の 受 取 人 

□ 還付申請者 

 

□ 代理人 

（連絡先住所)(〒      －         ） 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

※ 還付される税金の受取人が代理人の場合は記載してください。

還

付

さ

れ

る 

税
金
の
受
取
場
所 

 
銀 行 
金 庫・組 合
農 協・漁 協

 
本 店・支 店 
出張所 
本 所・支 所 

預 金 

種 類 

普通 当座 納税準備 貯蓄  口 座

番 号
   

   

郵便局名等  
記号 

番号 
     ―        

還付を受けよう 
と す る 金 額 

被災自動車に係る自動車検査証に記載された情報等から 
法令に基づき計算した額による。 

税 務 署 整 理 欄 
（ 記 載 不 要 ） 

 

（注意事項） 

１ 太枠内を記載してください。 

２ 「還付申請者」欄には、被災自動車等の所有者の情報を記載してください。 

３ 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金を受け取る方の情報を記載してください。 

４ 代理人が還付申請手続を行う場合又は代理人に還付金の受領権限を委任する場合は、委任状の提出が必

要となります。 

運輸支局等 
収 受 印 

※ 

運
輸
支
局
又
は
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
税
務
署
回
付
用
）



「被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付申請書（東日本大震災用）」記載要領 

 

 

１ 還付申請者（所有者） 

  この欄には、被災自動車等の所有者を記載します。 

 ⑴ 「住所・電話番号」 

・ 個人の方は、住民票の現住所を記載してください。 

・ 法人の方は、登記上の本店所在地を記載してください。 

・ 必ず電話番号を記載してください。 

 ※ 住所の記載に当たり、ビルやマンションなどの共同住宅の場合は部屋番号まで記載してくだ

さい。 

⑵ 「氏名又は名称及び代表者氏名」 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

※ 代理人が申請する場合は、還付申請者の押印は不要です。 

 

２ 同上代理人 

この欄は、還付申請者の委任を受けて代理人が還付申請手続を行う場合に記載します。 

※ 代理人が申請する場合は、還付申請者（所有者）が自署及び押印した代理申請の委任状の提出が必要

です。 

 ⑴ 「住所・電話番号」 

・ 個人の方は、住民票の現住所を記載してください。 

・ 法人の方は、登記上の本店所在地を記載してください。 

・ 必ず電話番号を記載してください。 

⑵ 「氏名又は名称及び代表者氏名」 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

 

３ 書類送付先 

「還付申請者（所有者）」欄に記載した住所に書類を送付しても書類の受取りができない場合に、確実に

書類の届く送付先住所を記載してください。 

 

４ 現在の連絡先 

  申請内容についてお問い合わせをすることがありますので、日中、確実に連絡の取れる電話番号（携帯電

話など）を必ず記載してください。 

  代理人が申請する場合は、代理人の連絡先を記載してください。 

 

５ 被災自動車等 

 ⑴ 「自動車登録番号又は車両番号」 

   還付を受けようとする被災自動車等のナンバープレートの情報を正確に記載してください。 

 ⑵ 「車台番号」 

  還付を受けようとする被災自動車等の車台番号を正確に記載してください。 

 

６ 還付される税金の受取人 

 ⑴ 「□ 還付申請者・代理人」 

   還付される税金の受取人に応じて、「□」に「レ」印を付してください。 

 ※ 代理人が還付金を受領する場合は、還付申請者（所有者）が自署及び押印した代理受領の委任状の提

出が必要です。 

 



⑵ 「連絡先住所・電話番号」 

  代理人が還付金を受領する場合に記載します（還付申請者本人が還付金を受領する場合は、記載は不要

です。）。 

連絡先住所には代理人に対して確実に書類の届く住所を記載してください。 

※ 申請内容についてお問い合わせをすることがありますので、必ず電話番号を記載してください。 

⑶ 「氏名又は名称及び代表者氏名」 

  代理人が還付金を受領する場合に記載します（還付申請者本人が還付金を受領する場合は、記載は不要

です。）。 

代理人の氏名又は名称及び代表者氏名を記載してください。 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

 

７ 「還付される税金の受取場所」 

 振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の点にご注意くださ

い。 

○ 預貯金口座の口座名義について 

 還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、還付金受取人ご本人の口座に限られます。 

 ※ 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名又は名称のほかに店名、事務所名などが含まれる場合、

振込みできない場合がありますので、ご本人の氏名又は名称のみの口座を指定してください。 

   また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんのでご注意ください。 

 ○ 振込先に指定する金融機関について 

  ・ 銀行等の口座への振込みを希望する場合 

原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振

込みが可能です。ただし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込み

はできませんので、振込みの可否については、取引先のインターネット銀行にお問い合わせください。 

・ ゆうちょ銀行の口座への振込みを希望する場合 

貯金通帳の口座の５桁の「記号」と２桁～８桁の「番号」をつなげた７桁～13桁の記号番号のみを正

確に記載してください。 

なお、ゆうちょ銀行と他の金融機関との間で使用する振込用の「店名（店番）」「口座番号」は記載

しないでください。 

また、通帳等の再発行番号（「記号」と「番号」の間に表示される「－２」などの枝番）は、記載し

ないでください。 



 

被災自動車等の買換えに係る自動車重量税免税届出書（東日本大震災用） 
 
 

 

 

（注意事項） 

１ 「被災自動車等」とは、東日本大震災を原因として滅失、解体、又は自動車の用途を廃止したものとして、永久抹

消登録又は一時抹消登録後の解体等の届出をした「被災自動車」（二輪の小型自動車を含みます。）及び同理由によ

り軽自動車届出済証の返納をした「被災届出軽自動車」（二輪の軽自動車を含みます。）をいいます。 

２ 「相続人等」には、法人において合併や分割が行われた場合の合併法人や分割承継法人が含まれます。 

３ 「使用していた被災自動車等の情報」欄に記載がある台数以上の被災自動車等がある場合は、次葉も記載してくだ

さい。この場合、（Ａ）欄の台数が次葉（Ｂ）欄の台数を超えることはできません。 

４ 普通自動車、バス、トラック等で軽自動車以外の自動車（二輪の小型自動車を含みます。）は「自動車登

録番号（登録自動車）」欄に、軽自動車（二輪の軽自動車を含みます。）は「車両番号（軽自動車）」欄に

記載してください。 

５ 大型特殊自動車、小型特殊自動車は本特例の対象外ですので、記載することはできません。 

平 成   年   月   日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運輸支局長      

運輸監理部長   殿 

軽自動車検査協会   

免
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

（住    所)(〒      －         ） 
 
 
 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

 
                                               

    ㊞ 

□ 相続人等 
※ 相続人等の方が免税を受けようとする場合、□に「レ」

印を付してください。 

現 在 の 連 絡 先 
□ 携帯電話 

□ その他 

※ 必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第36条第３項の規定に基づく書

類を提出します。 

免税を受けようと 

する自動車の情報 

台        数（Ａ） 台 

所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称
 

使 用 者 の 氏 名 又 は 名 称
 

車 台 番 号
 

使 用 し て い た 

被災自動車等の情報 

台 数 台 

被災自動車等の使用者の

氏 名 又 は 名 称

 

自 動 車 登 録 番 号

（ 登 録 自 動 車 ）

 

車 両 番 号

（ 軽 自 動 車 ）

 

車 台 番 号
 

運輸支局等 
収 受 印 



 

被災自動車等の買換えに係る自動車重量税免税届出書（東日本大震災用）次葉 

１ 使用していた被災自動車等の情報 

使 用 者 の 氏 名 又 は 名 称  

被 災 自 動 車 等 の 台 数 （ ① ） 
(登録自動車欄及び軽自動車欄の合計台数) 

台 

被災自動車等に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 

登
録
自
動
車 

自動車登録番号 車台番号 

  

  

  

  

  

軽
自
動
車 

車両番号 車台番号 

  

  

  

  

  

２ 既に特例を受けて自動車重量税の免税を受けた自動車の情報 

免税を受けた自動車の台数（②） 
(登録自動車欄及び軽自動車欄の合計台数) 

台 

免税を受けた自動車に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 

登
録
自
動
車 

自動車登録番号 車台番号 

  

  

  

  

  

軽
自
動
車 

車両番号 車台番号 

  

  

  

  

  

３ 免税を受けられる自動車の台数（Ｂ） 
（Ｂ＝①－② 届出書Ａ欄の台数がＢ欄を超えることはできません。）

台 

（注意事項） 

１ 欄が不足する場合は、適宜の様式に記載して添付してください。 

２ 普通自動車、バス、トラック等で軽自動車以外の自動車（二輪の小型自動車を含みます。）は「登録自動

車」欄に、軽自動車（二輪の軽自動車を含みます。）は「軽自動車」欄に記載してください。 

３ 大型特殊自動車、小型特殊自動車は本特例の対象外ですので、記載することはできません。 



「被災自動車等の買換えに係る自動車重量税免税届出書（東日本大震災用）」記載要領 

 

 

１ 免税を受けようとする者 

  この欄には、被災自動車等の使用者を記載します。 

 ⑴ 「住所・電話番号」 

・ 個人の方は、住民票の現住所を記載してください。 

・ 法人の方は、登記上の本店所在地を記載してください。 

・ 必ず電話番号を記載してください。 

⑵ 「氏名又は名称及び代表者氏名」   

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

⑶ 「□ 相続人等」 

被災自動車等の使用者の相続人等が免税を受けようとする場合には、「□」の中に「レ」印を付

してください。 

・ 個人の方は、届出書に以下の書類を添付してください。 

① 「戸籍謄本」 

② 「住民票の写し」（世帯全員分の記載のあるもの） 

③ 被災自動車等の使用者と同居していなかった相続人の方は、「送金状況の分かる書類（通帳

の写しなど）」も添付してください。 

・ 法人の方は、届出書に合併又は分割が行われたことを証明する書類を添付してください。 

 

２ 「現在の連絡先」 

  申請内容についてお問い合わせをすることがありますので、日中、確実に連絡の取れる電話番号（携

帯電話など）を必ず記載してください。 

 

３ 免税を受けようとする自動車の情報 

⑴  「台数（Ａ）」 

   この届出により免税を受けようとする自動車（二輪車を含み、以下「自動車」といいます。）の

台数を記載してください。 

   なお、免税を受けられる自動車の台数は、使用していた被災自動車等の台数から、既に免税を受

けた自動車の台数を差し引いた台数が上限となります。 

 ⑵ 「所有者の氏名又は名称」 

  免税を受けようとする自動車の所有者の氏名又は名称を記載します。 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

⑶ 「使用者の氏名又は名称」 

  免税を受けようとする自動車の使用者の氏名又は名称を記載します。 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

⑷ 「車台番号」 

  免税を受けようとする自動車の車台番号を記載してください。 

 

４ 使用していた被災自動車等の情報 

 ⑴ 「台数」 

   使用していた被災自動車等の台数を記載してください。 

   この欄に記載した台数以上に被災自動車等がある場合は、「次葉」を記載してください。 



 

 ⑵ 「被災自動車等の使用者の氏名又は名称」 

  使用していた被災自動車等の使用者の氏名又は名称を記載します。 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

⑶ 「自動車登録番号（登録自動車）」 

  使用していた被災自動車（軽自動車以外の自動車（二輪の小型自動車を含みます。））のナンバ

ープレートの情報を正確に記載してください。 

⑷ 「車両番号（軽自動車）」 

   使用していた被災自動車（軽自動車）又は被災届出軽自動車（二輪の軽自動車を含みます。）の

ナンバープレートの情報を正確に記載してください。 

⑸ 「車台番号」 

  使用していた被災自動車等の車台番号を正確に記載してください。



「被災自動車等の買換えに係る自動車重量税免税届出書（東日本大震災用）次葉」記載要領 

 

１ 使用していた被災自動車等の情報 

 ⑴ 「使用者の氏名又は名称」 

   使用していた被災自動車等の使用者の氏名又は名称を記載してください。 

・ 個人の方は、屋号ではなく氏名を記載してください。 

・ 法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）を記載してください。 

⑵ 「被災自動車等の台数（①）」 

  届出書の「使用していた被災自動車等の情報」の「台数」欄に記載した台数も含めて、使用してい

た被災自動車等全ての合計台数を記載してください。 

⑶ 登録自動車 

  イ 「自動車登録番号」 

 使用していた被災自動車（軽自動車以外の自動車（二輪の小型自動車を含みます。））のそれぞ

れのナンバープレートの情報を正確に記載してください。 

  ロ 「車台番号」 

   上記イ「自動車登録番号」欄に記載した自動車について、該当する自動車の右の「車台番号」欄

にそれぞれの車台番号を記載してください。 

⑷ 軽自動車 

  イ 「車両番号」 

  使用していた被災自動車（軽自動車）又は被災届出軽自動車（二輪の軽自動車を含みます。）の

それぞれのナンバープレートの情報を正確に記載してください。 

  ロ 「車台番号」 

    上記イ「車両番号」欄に記載した自動車について、該当する自動車の右の「車台番号」欄にそれ

ぞれの車台番号を記載してください。 

 

２ 既に特例を受けて自動車重量税の免税を受けた自動車の情報 

⑴  「免税を受けた自動車の台数（②）」 

   「使用していた被災自動車等の情報」欄に記載した被災自動車等のうち、既に自動車重量税の免税

を受けた自動車（二輪車を含みます。）がある場合には、その免税を受けた自動車の合計台数を記載

してください。 

⑵ 登録自動車 

イ 「自動車登録番号」 

 既に自動車重量税の免税を受けた軽自動車以外の自動車（二輪の小型自動車を含みます。）のそ

れぞれのナンバープレートの情報を正確に記載してください。 

  ロ 「車台番号」 

   上記イ「自動車登録番号」欄に記載した自動車について、該当する自動車の右の「車台番号」欄

にそれぞれの車台番号を記載してください。 

 ⑶ 軽自動車 

  イ 「車両番号」 

  既に自動車重量税の免税を受けた軽自動車（二輪の軽自動車を含みます。）のそれぞれのナンバ

ープレートの情報を正確に記載してください。 

  ロ 「車台番号」 

    上記イ「車両番号」欄に記載した自動車について、該当する自動車の右の「車台番号」欄にそれ

ぞれの車台番号を記載してください。 

 

３ 免税を受けられる自動車の台数（Ｂ） 

  上記１⑵「被災自動車等の台数（①）」欄の台数から、上記２⑴「免税を受けた自動車の台数（②）」

欄の台数を差し引いた自動車の台数を記載してください。 

  この台数が、この届出により免税を受けることができる自動車の台数の上限となりますので、届出書

「Ａ」欄の台数が、この「Ｂ」欄の台数を超えることはできません。 



 

生計を一にしていた相続人に係るチェック表 
（被災自動車の買換えに係る自動車重量税免税届出書用） 

 

被災自動車の使用者の相続人が自動車重量税の免税を受けようとする場合は、次の項目

について確認してください。 

 

※ （ ）内には「○」を記入します。 

 

１．相続人は、所得税の確定申告又は年末調整において、被災自動車の使用者と配偶者

控除や扶養控除の対象となる関係にありましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 次の書類を必ず添付 

                  ① 戸籍謄本 

② 住民票写し（世帯全員分の記載があるもの） 

    上記以外 （     ） ⇒ 「２」にすすんでください。 

 

 ２．相続人は、被災自動車の使用者と同居していましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 「３」にすすんでください。 

    いいえ  （     ） ⇒ 「４」にすすんでください。 

 

３．相続人は、被災自動車の使用者と日常生活の資を共通にしていましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 次の書類を必ず添付 

                  ① 戸籍謄本 

② 住民票写し（世帯全員分の記載があるもの） 

 いいえ  （     ） ⇒ 免税の対象となりません。 

 

４．相続人と被災自動車の使用者とは、①余暇には常に一緒に生活又は②常に生活費、 

学資金、療養費等を送金する関係にありましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 次の書類を必ず添付 

                  ① 戸籍謄本 

                  ② 住民票写し（世帯全員分の記載があるもの） 

③ 送金状況の分かる書類（通帳の写しなど） 

                  ※ ③はその他の書類でも差し支えありません。 

    いいえ  （     ） ⇒ 免税の対象となりません。 

 
（注意事項） 

書類を添付できないことに相当の理由があり上記事実を書面で確認できない場合は、相続人からの申立書

を添付してください。 



 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

 

 住  所                   

 

 

   フリガナ                   

氏  名                   

 

 

 

 

 

申 立 書 
 

 

下記の被災自動車の使用者と生計を一にしていた相続人であることを申し立てます。 

 

 

記 

 

 

１ 被災自動車の使用者   

氏名又は名称  

住 所  

 

※ 添付書類を提出できないことの理由を記載してください。 

 

 

 

㊞



 

平成  年  月  日 

 

住所                   

氏名（署名）         

 

 

確  認  書 

 

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一

部を改正する法律等の施行により、被災した軽自動車（被けん引車を含む。）

に代えて取得する軽自動車等に係る自動車重量税の免税措置が講じられるこ

ととなったことから、既に自動車検査証（軽自動車届出済証）の返納届出を行

っている下記車両について被災車両の申立を行うこととしたところです。 

 当該車両については、東日本大震災を原因として滅失等したものとして被災

車両としての申立を行っているものであり、当該車両を再使用することができ

ないことについて確認いたします。 

 

（被災した軽自動車として申立した車両） 

車両番号（ナンバープレート番号） 車台番号 

  

 

※既に交付を受けている自動車検査証返納証明書を返却等できない場合は、その理由を以下

に記載。 

（自動車検査証返納証明書を返却等することができない理由） 

 

 



《発表記者会：東北電力記者会》

東北運輸局プレスリリース

平成２３年６月８日

東北運輸局災害対策本部

東日本大震災による被災自動車の
永久抹消登録・自動車重量税特例還付申請の出張受付について

東北運輸局では、東日本大震災において被災・流失した自動車の永久抹消登録及

び自動車重量税特例還付申請について、特例として被災した地域に出張して受付を

行います。

開催場所は、現時点で下記のとおりです。

以降の予定は、順次、各自治体等の関係機関と調整し決定します。随時、東北運

輸局及び各運輸支局ホームページにて更新する予定です。

○ 日 時 平成２３年６月１４日（火） １０：００～１５：００

宮城県 ○ 場 所 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺５－１

（七ヶ浜町水道事業所）

※特別行政相談所と同時開催

○ 日 時 平成２３年６月１５日（水） １０：００～１５：００

福島県 ○ 場 所 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田４０－１

（新地町保健センター）

※特別行政相談所と同時開催

※特別行政相談所とは、東北行政評価局が被災者支援のため開設する相談所です。

登録自動車の申請にあたっては、別紙のとおり関係書類等が必要になりますが、

被災自動車の永久抹消登録手続きについては特例措置を講じています。

軽自動車については、軽自動車検査協会が上記場所で相談・受付を行います。

なお、永久抹消登録・自動車重量税特例還付申請以外の手続き（代替車両の新規

登録等）については、今回の出張受付の対象とはなりません。

《問い合わせ先》

東北運輸局自動車技術安全部管理課 小坂、阿部

電話：０２２－７９１－７５３３



【 別 紙 】

被災自動車の「永久抹消登録」申請の際に提出する書類等

□ 抹消登録申請書（当日、受付に準備します）

（既に一時抹消登録をしている場合は、解体等届出書(抹消登録申請書と同一

様式)）

□ 自動車検査証（車検証）

□ 自動車検査証に記載されている所有者の印鑑登録証明書・実印

□ ナンバープレート前後２枚

□ 被災したことの証明に必要な書類

・市町村が発行する罹災証明書

□ 自動車検査証上の所有者がお亡くなりになっている場合

・戸籍謄本（所有者との関係がわかるもの）

□ 既に一時抹消登録している場合

・登録識別情報等通知書

□ 代理申請をする場合

・代理申請に係る委任状

〔申請に必要な書類や情報が無い場合〕

□ 自動車検査証を紛失

・申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のい

ずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請を受け付けています。

□ 印鑑登録証明書が取得困難、実印を紛失

・次の書面の提出及び提示をもって代えることができます。

①所有者本人からの申請の場合

所有者の署名及び本人確認書面（免許証等の身分証明書）

②代理人による申請の場合

所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並びに代理人

の本人確認書面（免許証等の身分証明書）

□ 罹災証明書の入手が困難

・申請人の申立書（当日、受付に準備します）をもって罹災証明書に代える

ことができます。

なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、

震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な記載が必要となり

ます。

被災自動車の「自動車重量税還付」申請の際に提出する書類等

（還付対象自動車は、車検の有効期間が平成２３年４月１０日以降のものに限ります）

□ 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付申請書（当日、受付に準備します。）

□ 車検証上の所有者がお亡くなりになっている場合

・戸籍謄本（所有者の方との関係がわかるもの）

□ 代理申請や代理受領をする場合

・代理申請・代理受領に係る委任状

□ 所有者の認印（還付申請書に押印）



平成 23 年 5 月 17 日 

 

 

軽自動車検査協会 

業務部 業務第二課長 

 

 

ディーラー等が引き取った被災自動車に係る税制特例措置の取扱いについて 

 

 

震災後の被災自動車の取扱いの現状において、ディーラー等（個人が引取る場合

を含む。）が顧客サービスの一環として被災自動車の買取り及び解体業者への引渡し

が行われている場合があります。 

この場合、滅失返納等の前に当該ディーラー等への名義変更が行われることから、

解体等を依頼した震災時点の旧所有者・旧使用者は、代替車両取得時に重量税等の

免税特例措置を受けることが困難となります。 

このような状況において、実質的な所有者・使用者である震災時点の旧所有者・

旧使用者が代替車両取得による重量税等の免税を受けられるよう措置しました。 

 

 

記 

 

 

① ディーラー等は、「被災者から買取（引取）を行い、滅失返納手続等を行った」

旨の申立書（別添）を作成（所有者交付用及び使用者交付用）し、最寄の軽自動

車検査協会事務所等に提出してください。 

 

② 申立書の内容と名義変更等の事実確認ができたものは、窓口担当者が申立書

（所有者交付用及び使用者交付用）の確認印欄に受付日付印をそれぞれに押印し

て交付いたします。 

 

③ 交付された当該文書により、代替車両取得の重量税等の免税特例措置を受けて

ください。 

 



申  立  書 
（所有者交付用（自動車取得税等用）） 

 

下記自動車は、平成２３年東日本大震災において被災した自動車であり、

旧所有者より当社が平成  年  月  日に買取（引取）を行い、以下の

とおり名義を変更の上、滅失返納等を行いました。 

 
・平成  年  年  日（旧所有者からの名義変更日） 

〔平成  年  月  日（自動車検査証返納日）〕 

・平成  年  月  日（滅失返納日） 

 

被災時の所有者・使用者は、下記の者であることを申立いたします。 

 
記 

 
○平成２３年３月１１日当時の所有者 

氏名又は名称 
住    所 

 
○平成２３年３月１１日当時の使用者 

氏名又は名称 
住    所 
 

自動車車両番号  

車 台 番 号  

 

返納時所有者 

 氏名又は名称 
                     印 

 住    所 
 
 
 
 

                     平成  年  月  日 

軽自動車検査協会 

確 認 印 
 

（軽自動車用）



申  立  書 
（使用者交付用（自動車重量税用）） 

 

下記自動車は、平成２３年東日本大震災において被災した自動車であり、

旧所有者より当社が平成  年  月  日に買取（引取）を行い、以下の

とおり名義を変更の上、滅失返納等を行いました。 

 
・平成  年  年  日（旧所有者からの名義変更日） 

〔平成  年  月  日（自動車検査証返納日）〕 

・平成  年  月  日（滅失返納日） 

 

被災時の所有者・使用者は、下記の者であることを申立いたします。 

 
記 

 
○平成２３年３月１１日当時の所有者 

氏名又は名称 
住    所 

 
○平成２３年３月１１日当時の使用者 

氏名又は名称 
住    所 
 

自動車車両番号  

車 台 番 号  

 

返納時所有者 

 氏名又は名称 
                     印 

 住    所 
 
 
 

                     平成  年  月  日 

軽自動車検査協会 

確 認 印 
 

（軽自動車用）



 
平成２３年５月２日   

自 動 車 交 通 局   
 

東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再々伸長について 
 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による影響で、岩手県・宮城県・福島

県全域及び青森県・茨城県・千葉県の一部地域２３市町村に使用の本拠の位置を有する

自動車並びに救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車(以下「災害復旧等車

両」という。)については、自動車検査証の有効期間を最長で２か月間伸長しているとこ

ろです。 

しかしながら、以下の自動車については、未だ継続検査を受けることが困難な状況で

あると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成２３年３月１１日

から平成２３年６月１０日までのものは、その有効期間の満了日を平成２３年６月１１

日まで再々伸長することとします。（この旨を各運輸支局において、５月１０日に公示す

ることとしています。） 

また、本来、自動車を安全に、かつ、環境に優しく使用するためには、元々の有効期

間が満了する日までに継続検査を受検することが適当です。このため、有効期間が伸長

された自動車であっても、受検可能なものについては、なるべく早く継続検査を受検し

ていただくことが適切であり、国土交通省としては、この旨、有効期間が伸長された自

動車の使用者等に対して周知を図っていくこととします。 

なお、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険

（共済）の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約

すれば良いこととなります。 
 
【再々伸長の対象自動車】 

 
 

※岩手県、宮城県及び福島県の一部地域において交付された保安基準適合証等（保安基準適合証等とは、継続検査時の

国への現車提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。）であって、

その有効期間の満了日が平成２３年３月１１日から同年４月１０日までのものは、「特定非常災害の被害者の権利利

益の保全等を図るための特別措置に関する法律」（平成８年法律第８５号）に基づき、平成２３年６月１１日まで再々

伸長することとします。（対象地域等の詳細については、後日対象地域の運輸支局により公示予定。） 

 
（問い合わせ先） 電話 03-5253-8111（代表） 
自動車交通局   

技術安全部技術企画課 平井 松倉 （直通）03-5253-8590
技術安全部整備課     小松崎 奥村（直通）03-5253-8600
保障課        永野 菅井 （直通）03-5253-8585

○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車 
・岩手県の一部地域 
（宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、山田町、大槌町） 
・宮城県の一部地域 
（気仙沼市、石巻市、東松島市、塩竃市、多賀城市、南三陸町、女川町） 
・福島県の一部地域 
（相馬市、南相馬市、新地町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、
飯舘村、葛尾村、川内村） 

 
○災害復旧等車両 
東日本大震災の被災地（岩手県、宮城県及び福島県）において救助、災害復旧、物資
輸送等に使用されている自動車 



公示例 

 

公    示 
 

 

 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６１条の２の規定により、当支局管

内に使用の本拠を有する自動車のうち、東日本大震災の被災地（岩手県、宮城県及び福

島県）において、救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行うものであって、災害救助法

（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関

が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書

面を有し、当該自動車検査証の有効期間の満了する日が平成２３年３月１１日から同年

６月１０日までのものは、平成２３年６月１１日をもって満了するものとする。 

 

 

平成２３年５月１０日 

 

 

                       ○○運輸局 ○○運輸支局長  



 

 

自重税０１ 

 

 

 

平成 23 年４月 

国 税 庁 

  

この度の東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

さて、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成 23 年

法律第 29 号）」により、自動車重量税について次のような特例還付及び免税措置が設けられ

ました。 

 

 

 

自動車検査証の有効期間内に震災により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の

方は、運輸支局（自動車検査登録事務所）又は軽自動車検査協会事務所（以下「運輸支局又は

軽自動車検査協会」といいます。）において自動車の永久抹消登録又は滅失・解体の届出（以

下「永久抹消登録等」といいます。）の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出するこ

とにより、自動車重量税の還付を受けることができます。 

被災自動車とは、例えば以下のような理由により、永久抹消登録等の手続を行った自動車

をいいます。 

・ 海水に浸り使用できなくなった 

・ 車庫の倒壊などにより車体が破損してしまい使用できなくなった 

・ 自動車が津波で流されてしまい行方が分からなくなった      

 
 

 

 

被災自動車の所有者の方は、自動車重量税の還付申請書を平成 25 年３月 31 日までの間に、

運輸支局又は軽自動車検査協会の窓口に提出してください。 

なお、還付申請書の提出に当たっては、自動車の永久抹消登録等の手続が必要となりますの

で、手続がお済みでない場合は、ナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会

において、永久抹消登録等の手続と還付申請書の提出をあわせて行ってください。 

 

 

 

納付した自動車重量税額のうち、車検残存期間（平成 23 年３月 11 日から自動車検査証の

有効期間満了日までの月数）に応じ、以下により計算した金額が還付されます。 

 
 

※ 車検残存期間が１か月以上あるもの（有効期間満了日が平成23年４月10 日以降のもの）が還付対象です。 

車検残存期間の計算において、１か月未満の日数は切捨てとなります（例：１か月と 15 日 ⇒ １か月）。 

 

東日本大震災により自動車に被害を受けられた方へ 
（ 自 動 車 重 量 税 関 係 ）  

１．被災自動車に係る自動車重量税の特例還付（被災自動車の所有者の方） 

還付を受けられる金額 

還付金額 ＝ 納付した自動車重量税額 ÷ 車検証の有効期間 × 車検残存期間 

還 付 申 請 書 の 提 出 先 



 

 

 

 

被災自動車の使用者であった方が、平成 23 年３月 11 日から平成 26 年４月 30 日までの

間に、買換車両（中古自動車を含みます。）を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合に

は、自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付

等に係る自動車重量税が免除されます。 

なお、この免税措置は被災自動車の使用者であった方に係る被災自動車の数が適用限度とな

ります。 
 

 

 

被災自動車の使用者であった方は、買換車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は軽

自動車検査協会の窓口に、自動車検査証の交付等を受ける際に必要な書類とあわせて、自動車

重量税に係る免税届出書を添付して提出してください。 
 

 

 

この免税措置の適用を受けることができる買換車両について、既に自動車重量税を納付し

てしまった場合には、その納付された自動車重量税の還付を受けることができます。 

還付を受ける場合には、自動車検査証の交付等を受けた運輸支局又は軽自動車検査協会の

窓口に「自動車重量税過誤納証明書交付請求書」及び当該買換車両の「自動車検査証」を提出

し「自動車重量税過誤納証明書」の交付を受け、その証明書を住所地の所轄税務署に提出して

ください。 
 
 

○ 自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容や自動車の永久抹消登録等の手続につい

て、ご丌明な点や更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、以下にお問い合わ

せください。 

【自動車重量税の特例還付及び免税措置の内容】 

最寄りの税務署へ（住所地の所轄税務署以外でも、ご相談を受け付けています。） 

【自動車の永久抹消登録等の手続】 

最寄りの運輸支局又は軽自動車検査協会へ 

 

○ 国税庁ホームページでは、この震災により被災された方の申告・納税等に関する各種パ

ンフレットや各種手続に使用する様式等を掲載しています。 

   国税庁ホームページ 【www.nta.go.jp】 

このほか、永久抹消登録等の手続については、以下のホームページもご覧ください。 

国土交通省ホームページ 【www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm】 

   軽自動車検査協会ホームページ 【www.keikenkyo.or.jp】 

 

○ 大変多くの方が還付手続をされることが予想されますので、還付金のお支払いまで時間

がかかる場合があります。皆様には大変ご丌便をおかけいたしますが、ご理解の程、よろ

しくお願いいたします。 

２．被災自動車の買換えに係る自動車重量税の免税（被災自動車の使用者の方） 

免 税 届 出 書 の 提 出 先 

既に自動車重量税を納付してしまった場合には 



 

被災自動車に係る自動車重量税の特例還付申請書（東日本大震災用） 
 
 

 

 
平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         税務署長  殿 

還
付
申
請
者(

所
有
者)
 

（住    所)(〒      －         ） 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 
                                                

    ㊞ 

同
上
代
理
人 

（住    所)(〒      －         ） 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 
                                                

    ㊞ 

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条第１項に規定する還付を

受けたいので申請します。 

書 類 送 付 先 

（住  所)(〒      －         ）   
 
 

（電話番号   －   －   ）

※ 書類の送付先住所が「還付申請者」欄の住所と異なる場合に記載してください。 

現 在 の 連 絡 先 
□ 携帯電話 

□ その他 

※ 必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。 

被 災 自 動 車 

自動車登録番号又は車両番号 車 台 番 号 

  

還 付 さ れ る 

税 金 の 受 取 人 

□ 還付申請者 

 

□ 代理人 

（連絡先住所)(〒      －         ） 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

※ 還付される税金の受取人が代理人の場合は記載してください。

還

付

さ

れ

る 

税
金
の
受
取
場
所 

 
銀 行 
金 庫・組 合
農 協・漁 協

 
本 店・支 店 
出張所 
本 所・支 所 

預 金 

種 類 

普通 当座 納税準備 貯蓄  口 座

番 号
   

   

郵便局名等  
記号 

番号 
     ―        

還付を受けよう 
と す る 金 額 

被災自動車に係る自動車検査証に記載された情報から 
法令に基づき計算した額による。 

税 務 署 整 理 欄 
（ 記 載 不 要 ） 

 

（注意事項） 

１ 太枠内を記載してください。 

２ 「還付申請者」欄には、被災自動車の所有者の情報を記載してください。 

３ 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金を受け取る方の情報を記載してください。 

４ 代理人が還付申請手続を行う場合又は代理人に還付金の受領権限を委任する場合は、委任状の提出が必

要となります。 

運輸支局等 
収 受 印 

※ 

運
輸
支
局
又
は
軽
自
動
車
検
査
協
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
税
務
署
回
付
用
）



（東日本大震災）代理申請用

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名
又は

名称及び
代表者氏名

住　所

　　３返納届．解体の届出及び自動車重量税還付申請 に関する手続きを委託します。

　　４.解体の届出及び自動車重量税還付申請

（東日本大震災における被災自動車の使用者）

ﾌﾘｶﾞﾅ

㊞　

住　所

届　出　者/申　請　者 （東日本大震災における被災自動車の所有者）

ﾌﾘｶﾞﾅ

㊞　

住　所

記

申　請　依　頼　書

代　理　人

上記の者を代理人と定め、下記検査対象軽自動車の

　　１．返納届及び解体の届出

　　２．解体の届出

氏　　名
又は

名称及び
代表者氏名

氏　　名
又は

名称及び
代表者氏名

車両番号 車台番号

平成　　　年　　　月　　　日

届　出　者



（東日本大震災）検査対象軽自動車重量税の還付金の代理受領用

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名
又は

名称及び
代表者氏名

住　　所

（東日本大震災における被災自動車の所有者）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　　名
又は

名称及び
代表者氏名 ㊞　

住　　所

①

②

委　　　任　　　状

受　任　者

上記の者に下記検査対象自動車にかかる自動車重量税の還付金の受領権限を委任する。

車両番号 車台番号

平成　　　年　　　月　　　日

委　任　者

（ご注意）
　委任状は、委任者が自署・押印してください。

　委任状を提出された場合でも、委任者に未納の国税等があるときは、国税通則法第５７条
（充当）及び地方税法附則第９条の１０（委託納付）の規定の適用により、当該未納の国税に
充当及び委託納付されるため、委任状の受任者に還付されないことがあります。



 

被災自動車の買換えに係る自動車重量税免税届出書（東日本大震災用） 
 
 

 

 

（注意事項） 

１ 「被災自動車」とは、東日本大震災を原因として滅失、解体、又は自動車の用途を廃止したものとして、永久抹消

登録又は一時抹消登録後の解体等の届出をしたものをいいます。 

２ 「相続人等」には、法人において合併や分割が行われた場合の合併法人や分割承継法人が含まれます。 

３ 「使用していた被災自動車の情報」欄に記載がある台数以上の被災自動車がある場合は、次葉も記載してください。

この場合、（Ａ）欄の台数が次葉（Ｂ）欄の台数を超えることはできません。 

４ 普通自動車、バス、トラック等で軽自動車以外の自動車は「自動車登録番号（登録自動車）」欄に、軽自

動車は「車両番号（軽自動車）」欄に記載してください。 

５ 大型特殊自動車、小型特殊自動車、二輪自動車、セミトレーラ等の被けん引自動車は本特例の対象外ですので、記

載することはできません。 

平 成   年   月   日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運輸支局長      

運輸監理部長   殿 

軽自動車検査協会   

免
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

（住    所)(〒      －         ） 
 
 
 
 
 

（電話番号   －   －   ）

（フリガナ） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

 
                                               

    ㊞ 

□ 相続人等 
※ 相続人等の方が免税を受けようとする場合、□に「レ」

印を付してください。 

現 在 の 連 絡 先 
□ 携帯電話 

□ その他 

※ 必ず日中に連絡の取れる電話番号を記載してください。 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条第２項の規定に基づく書

類を提出します。 

免税を受けようと 

する自動車の情報 

台        数（Ａ） 台 

所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称
 

使 用 者 の 氏 名 又 は 名 称
 

車 台 番 号
 

使 用 し て い た 

被災自動車の情報 

台 数 台 

被 災 自 動 車 の 使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称

 

自 動 車 登 録 番 号

（ 登 録 自 動 車 ）

 

車 両 番 号

（ 軽 自 動 車 ）

 

車 台 番 号
 

運輸支局等 
収 受 印 



 

被災自動車の買換えに係る自動車重量税免税届出書（東日本大震災用）次葉 
 

１ 使用していた被災自動車の情報 

使 用 者 の 氏 名 又 は 名 称  

被 災 自 動 車 の 台 数 （ ① ） 
(登録自動車及び軽自動車の合計台数) 

台 

被災自動車に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 

登
録
自
動
車 

自動車登録番号 車台番号 

  

  

  

  

  

軽
自
動
車 

車両番号 車台番号 

  

  

  

  

  

２ 既に特例を受けて自動車重量税の免税を受けた自動車の情報 

免税を受けた自動車の台数（②） 
(登録自動車及び軽自動車の合計台数) 

台 

免税を受けた自動車に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号 

登
録
自
動
車 

自動車登録番号 車台番号 

  

  

  

  

  

軽
自
動
車 

車両番号 車台番号 

  

  

  

  

  

３ 免税を受けられる自動車の台数（Ｂ） 
（Ｂ＝①－② 届出書Ａ欄の台数がＢ欄を超えることはできません。）

台 

（注意事項） 

１ 欄が不足する場合は、適宜の様式に記載して添付してください。 

２ 普通自動車、バス、トラック等で軽自動車以外の自動車は「登録自動車」欄に、軽自動車は「軽自動車」

欄に記載してください。 

３ 大型特殊自動車、小型特殊自動車、二輪自動車、セミトレーラ等の被けん引自動車は本特例の対象外です

ので、記載することはできません。 



 

生計を一にしていた相続人に係るチェック表 
（被災自動車の買換えに係る自動車重量税免税届出書用） 

 

被災自動車の使用者の相続人が自動車重量税の免税を受けようとする場合は、次の項目

について確認してください。 

 

※ （ ）内には「○」を記入します。 

 

１．相続人は、所得税の確定申告又は年末調整において、被災自動車の使用者と配偶者

控除や扶養控除の対象となる関係にありましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 次の書類を必ず添付 

                  ① 戸籍謄本 

② 住民票写し（世帯全員分の記載があるもの） 

    上記以外 （     ） ⇒ 「２」にすすんでください。 

 

 ２．相続人は、被災自動車の使用者と同居していましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 「３」にすすんでください。 

    いいえ  （     ） ⇒ 「４」にすすんでください。 

 

３．相続人は、被災自動車の使用者と日常生活の資を共通にしていましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 次の書類を必ず添付 

                  ① 戸籍謄本 

② 住民票写し（世帯全員分の記載があるもの） 

 いいえ  （     ） ⇒ 免税の対象となりません。 

 

４．相続人と被災自動車の使用者とは、①余暇には常に一緒に生活又は②常に生活費、 

学資金、療養費等を送金する関係にありましたか。 

   はい   （     ） ⇒ 次の書類を必ず添付 

                  ① 戸籍謄本 

                  ② 住民票写し（世帯全員分の記載があるもの） 

③ 送金状況の分かる書類（通帳の写しなど） 

                  ※ ③はその他の書類でも差し支えありません。 

    いいえ  （     ） ⇒ 免税の対象となりません。 

 
（注意事項） 

書類を添付できないことに相当の理由があり上記事実を書面で確認できない場合は、相続人からの申立書

を添付してください。 



 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

 

 住  所                   

 

 

   フリガナ                   

氏  名                   

 

 

 

 

 

申 立 書 
 

 

下記の被災自動車の使用者と生計を一にしていた相続人であることを申し立てます。 

 

 

記 

 

 

１ 被災自動車の使用者   

氏名又は名称  

住 所  

 

※ 添付書類を提出できないことの理由を記載してください。 

 

 

 

㊞



23 軽検業第 195 号 

平成 23 年 4 月 21 日 

 

各主管事務所長 殿 

沖縄事務所長 殿 

          業 務 部 長 

 

 

東日本大震災に伴う新規検査等の申請（届出）に係る特例的取扱について 

 

「東日本大震災に伴う小型二輪自動車及び検査対象外軽自動車の新規検査等の

申請（届出）に係る特例的取扱について」（平成 23 年 4 月 18 日付・国自情第 17

号）及び「被災地域における新規登録等の申請について」（平成 23 年 4 月 18 日付・

国自情第 18 号）別添のとおり発出されたので下記により取扱われたい。 

 

記 

 

新規検査又は自動車検査証の記載事項変更の申請における特例措置 

 

１．適用地域 

住民票、印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書（以下「住民

票等」という。）の交付が困難な次の市町村で、住民票等の交付機能が回復

されるまでの期間とする。 

なお、宮城管内各事務所においては情報収集のうえ、上記書類の交付機

能が回復した旨の情報を入手した場合は、その都度、業務部業務第二課に連

絡されたい。 

・岩手県（陸前高田市、大槌町、釜石市） 

・宮城県（石巻市、亘理町、山元町、女川町、南三陸町） 

・福島県（南相馬市、川内村、富岡町、双葉町、広野町、楢葉町、大熊町、 

浪江町、葛尾村、飯舘村、川俣町） 

 

２．申請時の必要書面等の特例 

適用地域に住所を有する者が新規検査又は自動車検査証の記載事項変

更の申請をする際に提出する「使用者の住所を証する書面」について、住

民票等の取得が困難な場合は運転免許証の写し等をもって代える。 

なお、運転免許証等に記載された住所と住民登録上の住所が異なる場合

は、その後届出手続に支障が生じる可能性があることから、別添の「住所

に関する書面」を記載し申請書面に添付するものとする。 

n-matuok
テキストボックス
適用地域の自治体における住民票等の交付機能が回復しましたことから、
この特例措置は廃止いたしました。



この場合、車検証の所有者（使用者）の欄には、住民票上の住所を、使

用の本拠の位置の欄については、保管場所となる住所を記載する。 

また、申請の際の新使用者印、新所有者印については、記名押印に代え

て署名でもよい。 

 

３．申請書類の保管 

本特例措置による申請書類と判るよう、通常の申請書類と保管する。 

  

n-matuok
テキストボックス
適用地域の自治体における住民票等の交付機能が回復しましたことから、
この特例措置は廃止いたしました。



住 所 に 関 す る 書 面 

 

平成２３年東日本大震災の影響により、住民票等の添

付ができませんが、住民票に記載されている住所等は下

記のとおりです。 

 

 

氏 名 ：                      

 

 

住民票上の住所：                  

                          

 

 

平成 23 年  月  日 

n-matuok
テキストボックス
適用地域の自治体における住民票等の交付機能が回復しましたことから、
この特例措置は廃止いたしました。



関東運輸局災害対策本部

平成２３年４月１９日

「移動自動車相談所」の開設について

この度の震災において、自動車が海水に浸ったり、液状化現象などの被害に遭われた方

が多く、廃車手続きや海水に浸った自動車を使用し続けて大丈夫か等、自動車に関する不

安を持たれている被災者が多くおられます。

このため、関東運輸局茨城運輸支局では、北茨城市及び高萩市に引き続き、神栖市にお

いて、自動車整備振興会等関係者の協力を得て、「移動自動車相談所」を開設し、自動車

諸手続き等の相談を受けたり、自動車の無料点検を行うこととしました。

１．開催日時

平成２３年４月２３日（土） １０：００～１２：００

１３：００～１５：００

２．開催場所

神栖市役所本庁舎

茨城県神栖市溝口４９９１－５

３．相談所のメンバー

運輸支局等の職員、自動車検査独立行政法人職員、軽自動車検査協会職員、軽自動車

協会、自動車税事務所職員、関東陸運振興財団職員、自動車整備振興会職員などで構成

します。

４．相談内容

・自動車諸手続き、自動車使用に当たっての技術的相談など

・自動車の無料点検

〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57 横浜第２合同庁舎

<問い合せ先> 関東運輸局自動車技術安全部整備課

電話：０４５（２１１）７２５４（直通18:15まで）

自動車技術安全部管理課

０４５（２１１）７２５３（直通18:15まで）

０４５（２１１）７２５６（直通18:15以降）

<配 布 先> 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、茨城県政

記者クラブ、関東運輸局記者会〔ハイタク等専門紙〕、

物流専門紙

関東運輸局は、この度の震災において、自動車が海水に浸ったり、液状化現象などの

被害に遭われた方に対して、自動車諸手続の相談等を行う「移動自動車相談所」を開

設します。



関東運輸局災害対策本部

平成２３年４月８日

「移動自動車相談所」の開設について

この度の震災において、自動車が海水に浸ったり、液状化現象などの被害に遭われた方

が多く、廃車手続きや海水に浸った自動車を使用し続けて大丈夫か等、自動車に関する不

安を持たれている被災者が多くおられます。

このため、運輸支局が自動車整備振興会等関係者の協力を得て、「移動自動車相談所」

を被災地に開設し、自動車諸手続き等の相談を受けることとしました。

１．開催日及び開催場所

（１）茨城運輸支局管内

開催日：平成２３年４月１２日（火）

開催場所：①北茨城市市民体育館（１０：００～１２：００）

茨城県北茨城市磯原町磯原１６３０－９

②高萩市総合福祉センター（１３：３０～１５：３０）

茨城県高萩市春日町３－１０－１６

（２）千葉運輸支局管内

開催日：平成２３年４月１４日（木）

開催場所：旭市立総合体育館（１０：００～１２：００）

（１３：３０～１５：３０）

千葉県旭市二の５４９１番地

２．相談所のメンバー

運輸支局等の職員、自動車検査独立行政法人職員、軽自動車検査協会職員、自動車税

事務所職員、関東陸運振興財団職員、自動車整備振興会職員などで構成します。

３．相談内容

自動車諸手続き、自動車使用に当たっての技術的相談など

〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57 横浜第２合同庁舎

<問い合せ先> 関東運輸局自動車技術安全部整備課

電話：０４５（２１１）７２５４（直通18:15まで）

自動車技術安全部管理課

０４５（２１１）７２５３（直通18:15まで）

０４５（２１１）７２５６（直通18:15以降）

<配 布 先> 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、千葉県

政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、関東運輸局記者

会〔ハイタク等専門紙〕、物流専門紙

関東運輸局は、この度の震災において、自動車が海水に浸ったり、液状化現象などの

被害に遭われた方に対して、自動車諸手続の相談等を行う「移動自動車相談所」を開

設します。



 

平成２３年４月７日 

国自技第２４号の２ 

 

 

 

軽自動車検査協会理事長 殿 

 

 

 

自動車交通局技術安全部 

技術企画課長 

 

 

 

 

東日本大震災により軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて 

 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運

輸部長並びに社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて通知したので、了知願いま

す。 

  



別 添 

平成２３年４月７日 

国自技第  ２４号 

 

 

各運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車交通局技術安全部 

技術企画課長 

 

 

 

東日本大震災により軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて 

 

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の継続検査においては、道路運送車両法第９

７条の２第３項の規定により、軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面の提示

がないときは、自動車検査証が返付されないこととされている。 

今般の東日本大震災により、課税台帳・データが滅失・破損等し、軽自動車税の納税

証明書の交付ができない市町村が発生していることから、継続検査における自動車検査

証の返付について、総務省と協議のうえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知

されるとともに、今後当分の間、これにより取り扱われたい。 

なお、この取扱いについては、別添のとおり、総務省自治税務局市町村税課長から各

都道府県総務部長等あて通知されていることを申し添える。 

 

記 

１ 東日本大震災により、市町村の課税台帳・データが滅失・破損等し納税証明書の交

付ができないことで、継続検査において使用者が軽自動車税の滞納がないことを証す

るに足る書面の提示ができない場合には、当該市町村が発行する「軽自動車税の納付

の有無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証を返付すること

とする。 

 

２ この市町村が発行する「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」は、

「検査対象軽自動車等に係る軽自動車税納税証明書の様式等について」（平成２２年

３月３０日総税市第１７号総務省自治税務局長通知）で定める軽自動車税納税証明書

の様式が活用され、その備考欄に「納付の有無が確認できない」と記載される。（別

紙「記入例」参照） 

なお、この「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の有効期限に

ついては、実情に即し適切に設定されることとなっている。 



別 添 

平成２３年４月７日 

国自技第２４号の３ 

 

 

社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

自動車交通局技術安全部 

技術企画課長 

 

 

 

東日本大震災により軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて 

 

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運

輸部長並びに検査関係機関の長あて通知したので、了知願います。 



総 税 市 第 ２ ０ 号 

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ７ 日 

 

各 道 府 県 総 務 部 長 

東 京 都 総 務 局 長   殿 

東 京 都 主 税 局 長 

 

総務省自治税務局市町村税課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

東日本大震災により軽自動車税納税証明書の交付ができない場合の取扱いについて 

 

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の継続検査においては、道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第９７条の２第３項の規定により、軽自動車税の滞納がないことを証

するに足る書面の提示がないときは、自動車検査証が返付されないこととされています。 

東日本大震災により、課税台帳・データが滅失・破損等し、軽自動車税の納税証明書の交

付ができない場合の継続検査における自動車検査証の返付について、国土交通省と協議の

うえ、下記のとおり取り扱うこととされましたので通知します。貴都道府県内の市（区）町村に

対しても、この旨周知されるようお願いします。 

この取扱いについては、別添のとおり、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課

長から各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸部長並びに検査関係

機関の長等あて通知されているので、申し添えます。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的な助言）に基

づくものです。 

 

記 

 

１  東日本大震災により、市町村の課税台帳・データが滅失・破損等し納税証明書の交付

ができないことで、継続検査において使用者が軽自動車税の滞納がないことを証するに

足る書面の提示ができない場合には、当該市町村が発行する「軽自動車税の納付の有

無の確認ができない旨の証明書」の提示をもって、自動車検査証が返付されることとし

ます。 

２  この市町村が発行する「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」は、



「検査対象軽自動車等に係る軽自動車税納税証明書の様式等について」（平成２２年３

月３０日総税市第１７号総務省自治税務局長通知）で定める軽自動車税納税証明書の様

式を活用することとし、その備考欄に納付の有無が確認できない旨記載することとします

（別紙「記入例」参照）。 

なお、この「軽自動車税の納付の有無の確認ができない旨の証明書」の有効期限につ

いては、実情に即し適切に設定するようお願いします。 

 



（別紙）
記入例

（表）

市町村長

平成　××　年　××　月　××　日

書を提示して下さい

この証明書の有効期限 　平成　×× 　年 　××　月 　××　日

備 考 納付の有無が確認できない

上記のとおり証明する。

車 両 番 号 　○○○○－１２３－○－４５６７

納 税 済 年 月 日 　平成　 　年 　　　月 　　　日　　

（注） １　継続検査において自動車検査証の返付を受けようとする際に、この証明

氏　　　　名　　　　印

軽自動車税納税証明書

証明書番号 第　１２３　号

納税義務者

氏 　　名
（名　称）

　○○○○○

住　 　所 　○○県○○市○○町１２－３４

空欄 

（裏）

　更後の所有者について賦課期日の属する年度においては滞納がない旨記載

　されます。

４　この証明書の有効期限欄には、この証明書の交付後、最初に到来する納

　期限の前日が記載されます。

３　賦課期日（４月１日）後に所有者の変更があった場合には、備考欄に変

　書を提示して下さい。

２　滞納が天災その他やむを得ない事由によるものである場合には、備考欄

　にその旨記載されます。



     

 
２０１１年４月●日 

東北地方太平洋沖地震の被災地における 

『移動自動車相談所』の開設について 

 
国土交通省では、この度の震災において、自動車が津波に流されるなどの被害に遭わ

れた方に対して、各避難所等で、自動車諸手続の相談や自動車の無料点検を行う『移

動自動車相談所』を開設します。 

 
１．概要 
 この度の震災においては、自動車が津波に流されるなどの被害に遭われた方が多く、

どのように廃車手続きをすればよいか、海水に浸った自動車を使用し続けて大丈夫か、

等、自動車に関する不安を持たれている被災者が多くいらっしゃいます。 

実際に、東北運輸局や管内運輸支局に上記のような問い合わせも多くありますが、

問い合わせ先もわからず不安を持たれている被災者も多いと思われます。 

このため、運輸支局が中心となり、自動車整備振興会等の関係者とともに、『移動

自動車相談所』を開設し、被災地に直接行き、自動車諸手続等の相談を行ったり、自

動車の無料点検を行うこととしました。 

 
２．開催期間 

 ４月７日（水）～（Ｐ） 

   ※ 順次、開催できる日時・場所から実施していきます。 

   ※ いつまで実施するかは、被災者の要望を踏まえ検討する予定です。 

 

３．開催場所 

 現時点で、予定している場所等は、別紙のとおり。 

 別紙で掲載した以降の予定は、順次、各自治体等の関係機関と調整し決定します。 

 

４．相談所のメンバー 

 岩手、宮城、福島の運輸支局を中心とし、各県自動車整備振興会、軽自動車検査協

会、自動車整備士、その他の自動車関係者で構成することを想定しています。 

 

 ５．相談内容 

  ・自動車諸手続きの相談 

    （例：廃車手続きをしたいが、どのような手続きをすればよいか？） 

  ・自動車使用に当たっての技術的相談 

    （例:自動車が海水に浸かったが、走行を続けてもよいか？） 

  ・自動車の無料点検（整備を行った場合、料金が必要となります。） 

  ・その他自動車にかかる相談                等 



別紙 

 

移動自動車相談所の実施場所等（４月●日現在） 

 

日付 時間 実施場所 実施主体 

４月７日 

（木） 

午前 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

 午後 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

４月８日 

（金） 

午前 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

 午後 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

４月９日 

（土） 

午前 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

 午後 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

４月１０

日 

（日） 

午前 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

 午後 

 

●●避難所（岩手県●●市●●内） 

○○避難所（宮城県○○市○○内） 

△△避難所（福島県△△市△△内） 

岩手運輸支局 

宮城運輸支局 

福島運輸支局 

   

   ※１ 午前：１０：００～１２：００頃 

   ※２ 午後：１４：００～１６：００頃 

   ※３ １０日以降の開催時間・場所等は、追って調整。 

        ※４ 上記スケジュール等は、状況によって事前の予告なく変わり得ますので

あらかじめご了解ください。 



《発表記者会：東北電力記者会》

東北運輸局プレスリリース

平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ５ 日
東北運輸局災害対策本部

『移動自動車相談所』の開設について

東北運輸局は、この度の震災において、自動車が津波に流されるなど
の被害に遭われた方に対して、各避難所等で、自動車諸手続の相談や
自動車の無料点検を行う『移動自動車相談所』を開設します。

１．概要
この度の震災においては、自動車が津波に流されるなどの被害に遭わ
れた方が多く、どのように廃車手続きをすればよいか、海水に浸った
自動車を使用し続けて大丈夫か等、自動車に関する不安を持たれてい
る被災者が多くいらっしゃいます。
実際に、東北運輸局や管内運輸支局に問い合わせが多くありますが、

問い合わせ先もわからず不安を持たれている被災者も多いと思われま
す。
このため、運輸支局が、自動車整備振興会等関係者の協力を得て、『移

動自動車相談所』を被災地に開設し、自動車諸手続等の相談を受けた
り、自動車の無料点検を行うこととしました。

２ ．開催期間
４月７日（木）から

３．開催場所
現時点で、予定している場所等は、別紙のとおり。
以降の予定は、順次、各自治体等の関係機関と調整し決定します。
随時、各運輸支局ホームページにて更新する予定です。

４．相談所のメンバー
岩手、宮城、福島運輸支局等の職員、自動車検査独立行政法人職員、

軽自動車検査協会職員、自動車整備士その他の自動車関係者で構成し
ます。
（開催地により、メンバー構成を変更することがあります。）

５．相談内容
・自動車諸手続きの相談
（例：廃車手続きをしたいが、どのような手続きをすればよいか？）
・自動車使用に当たっての技術的相談
（例:自動車が海水に浸かったが、走行を続けてもよいか？）
・自動車の無料点検
・その他自動車にかかる相談等

〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町１ 第４合同庁舎

《問い合わせ先》
東北運輸局自動車技術安全部 整備・保安課

太田、八巻
電話：０２２－７９１－７５３４





 
平成 23 年 4 月 5 日   

自 動 車 交 通 局   
 

東日本大震災に伴う自動車検査証の有効期間の再伸長について 
 
 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による影響で、東日本の１５都県及び

沼津自動車検査登録事務所管内に使用の本拠の位置を有する自動車並びに救助、災害復

旧、物資輸送等に使用されている自動車(以下「災害復旧等車両」という。)については、

当面、自動車検査証の有効期間を最長で１か月間伸長しているところです。 

しかしながら、以下の自動車については、未だ継続検査を受けることが困難な状況で

あると認められることから、自動車検査証の有効期間の満了日が平成２３年３月１１日

から平成２３年５月１０日までのものは、その有効期間の満了日を平成２３年５月１１

日まで再伸長することとします。（この旨を各運輸支局において、４月１０日に公示する

こととしています。） 

なお、有効期間を伸長した自動車の使用にあたっては、安全上支障が生じる恐れもあ

ることから、日常点検整備を確実に実施するなどにより、適切に保守管理を行っていた

だく必要があります。 

また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険

（共済）の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する時までに契約

すれば良いこととなります。 
 
【再伸長の対象自動車】 

 
 

※岩手県、宮城県及び福島県において交付された保安基準適合証等（保安基準適合証等とは、継続検査時の国への現車

提示を省略するために民間車検場が発行する、保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。）であって、その有効

期間の満了日が平成２３年３月１１日から同年４月１０日までのものは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全

等を図るための特別措置に関する法律」（平成８年法律第８５号）に基づき、平成２３年５月１１日まで再伸長する

こととします。（対象地域等の詳細については、後日対象地域の運輸支局により公示予定。） 

 
（問い合わせ先） 電話 03-5253-8111（代表） 
自動車交通局   
 技術安全部技術企画課 平井 松倉 （直通）03-5253-8590
 技 術 安 全 部 整 備 課 小松崎 真秀（直通）03-5253-8600
保障課         永野 菅井 （直通）03-5253-8585

 

○次の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車 
・青森県八戸市及びおいらせ町 
・岩手県全域 
・宮城県全域 
・福島県全域 
・茨城県のうち土浦自動車検査登録事務所の管轄地域を除く地域 
（茨城県水戸市、日立市、ひたちなか市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、笠間市、鹿嶋市、潮来

市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、大子町、城里町、茨城町、大洗町及び東海村） 

・千葉県旭市 
○災害復旧等車両 
東日本大震災の被災地（青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）において救助、
災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車 



 

 

【参考】 
 

 

（例） 

公    示 
 

 

 

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第61条の2の規定により、以下の各号に掲げる

自動車であって、当該自動車検査証の有効期間が満了する日が、平成23年3月11日から平

成23年5月10日までのものは、平成23年5月11日をもって満了するものとする。 

一 ○○に使用の本拠の位置を有する自動車 

二 当支局管内に使用の本拠を有する自動車のうち、東日本大震災の被災地（青森県、

岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）において、救助、災害復旧、物資輸送等の活動

を行うものであって、災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けた地方公共

団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されて

いる自動車であることを証する書面を有するもの 

 

 

平成２３年４月１０日（予定） 

 

                  ○○運輸局 ○○運輸支局長 

 
 



 

 
 東北地方

など）に鑑

 

車両番

合 

車両番

無い場

   

 

下記自動

１．自動車

 

 

２．被災場

※被災地

てくだ

 

 

東北地方

方太平洋沖地

鑑み、被災車

想定され

番号、車台番

番号標又は自

場合 

動車が、平成

車の表示 

（ナンバ

場所    

地域以外で登

ださい。 

方太平洋沖地

地震により被

車両の返納申

れる状況 

番号が判らな

自動車検査証

住所

氏名

２３年東北地

車両番号 

バープレート

      

登録された自動

地震に伴う

被災者が置か

申請時の特別

い場 申請

車台番

請書を

証が 罹災

る。

所     

名（署名）

申

地方太平洋沖

番号） 

     

動車の場合は

う返納届の

かれている状

別的取扱い

請者からの情

番号のいずれ

を受理する。

災証明又は申

     

     

 立

沖地震におい

記 

 

     

は、当該自動

申請時の特

状況（車両が

を以下のと

特例

情報、納税証

れかが判り、

。 

申請人の申立

     

     

 書 

いて被災し、

車

     

動車が被災し

特例的取扱

が所在不明の

おり行うこ

例措置 

証明書等によ

自動車を特

立書（様式１

平

     

     

滅失したこ

車台番号 

     

したことが判

について 

のため車両

ととしまし

より車両番号

特定できれば

１）の提出に

平成  年 

   

   

ことを申し立

 

判る説明を以

番号が不明

した。 

号又は

ば、申

に代え

様式１

 月  日

立てます。

以下に記載し

 

 

明

 

 

し



  

 

 

 

３

措置

 こ

とら

予め

 名

日に

 ま

けて

 計

する

す。

 

 

計画

第１

第２

第３

第４

第５

 

計画

     

電力会

月１４日以

置が実施され

の措置によ

れている場

めご了承願い

義変更、返

に特に混雑が

また、計画停

て申請に来て

計画停電の対

ることがあろ

 

画停電対象事

グループ 

グループ 

グループ 

グループ 

グループ 

画停電の時間

    

社の一時

以降、電力

れています

より、東京

場合であっ

います。 

返納手続き

が予想され

停電の時間

ていただき

対象地域に

ろうかと思

事務所  

所

沼

八

佐

足

湘

間帯等につ

     

時的な送

力会社が地域

す。 

京主管事務所

っても検査が

き等の各種

れますので申

間帯は、受付

きますようお

にある事務所

思いますが、

     

所沢支所（

沼津支所（

八王子支所

佐野支所（

足立支所（

湘南支所（

つきましては

 

送電停止

域ごとに一

所管内及び

が実施でき

申請におい

申請手続き

付すること

お願いいた

所への申請

、何卒ご理

    

（Ｃ） 

（Ｅ） 

所（Ｂ）、埼

（Ａ）、相模

（Ｂ）、栃木

（Ｄ） 

は、事務所

に伴う取

一時的に送

び沼津支所

きなくなる

いては、年

きはお早めに

とが出来ま

たします。

請につきま

理解の程よ

    平

埼玉事務所

模支所（Ｄ）

木事務所（

所までお問い

平成 2

取扱いに

電を停止す

においては

ことが想定

度末の３月

にお願いい

せんのでこ

しては、ご

ろしくお願

平成 23 年

（Ｂ）、熊谷

）、山梨事務

Ａ）、群馬

い合わせく

23 年 3 月

について 

する計画停

は、検査予

定されます

月３０日、

いたします

この時間帯

ご不便をお

願い申し上

3 月 28 日現

谷支所（Ｂ

務所（Ｅ）

事務所（Ｂ

ださい。 

  

28 日 

停電の

予約を

すので、

３１

。 

帯を避

おかけ

上げま

現在 

Ｂ） 

 

Ｂ）、
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I東北運輸局プレスりリース

《発表記者会:東北電力記者会》

平成 23年 3月 14日
東北運輸局災害対策本部

_..._/_.r_，，_/_/_/_/_/_/_.ノ.-/_~_/-/

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う自動車検査証の有効期間の
伸長について

• ，_，，_/_J_/，-'/_/;.;JJ/T'f_ /，..，/_，~/_ """・../_/~，，_/""幽r，，_，_/圃"，，/_/.，;r_~... ・fT"_.r_，，_"_.r_/_

平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響で、
下記の対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、当面、継続検査を受

けることが罰難な状況であると認められるので、暫定的に当該自動車検査証

の有効期間の満了する Bが、平成 23年3月 11日から平成 23年4FlI0
日までのものは、平成 23年4月 11日まで伸長ずるものとし、別紙写じの
とおり公示レましたのでお知らせいたします。なお、対象地域の復旧状態に

応じ有効期間を再伸長する ζとがあります。

これによって y 対象地域内の検査対象車両数約 504万台(軽自動車を含
む。)のうち約20万台が当該公示の適用を受ける乙とになりま4す。、

また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠

償責任保険(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を

申請する時までに契約すれば良い乙ととなります。

記

《対象地域》 青森県全域

f岩手県全域

宮城県全域
福島県全域 l

i宇983-8537仙台市宮城野区鉄砲町1第4合同庁舎

i (<問い合わせ先》
! 東北運輸局自動車技術安全部技術課千回、鶴田
i マ 電話:022一791一7535 



聞紙

公 示

公示第6号

道路運送車両法(昭和26年6月T目法律第185号〕第61条の2の規定に

より、青森県内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証

の有刻期間の満了する目が、平成23年3用11日から平成-23年4月tO日ま

でのものは、平成23年4局 11日をもって満了するものとする。

平成23年3月148

国主交通省東北運輸局青森運輸支局長



、

公示

公示第1号

l5U紙，

道路運送車両法:(昭和26年6月1回法律第185号〉第61条の2の規定に

より、岩手県内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証

の有効期間の満了する臼が、平成23年3月11日から平成23年4月一10臼ま

でのものは、平成23年4月11日をちって満了するものとする。

平成23年3周14日

国土交通省東北運輸局岩手運輸支局長

P 



別紙

公 m

I 公示第7号

道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定に

より、宮城県内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証

の有効期間の満了する日が、平成23年3月11日から平成23年4月10日ま

でのものは、も平成23年4用118をもって満了するものとする。

平成23年3月14日

国土交通省東北運輸局宮城運輸支局長



別紙

刀可公

ロラ民URU
 
第一一小公

道路運送車両法〈昭和26年6月1日法律第185号Y第61条の2の規定lζ

より、福島県内正使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証

の有効期間の満7する日が、平成23年3月11日から平成23年4月10日ま

でのものは、平成23年4月11巴をもって満了するものとする。

， 

長局支品目附運島福局一
〈
日
間運

b
れ

υ
東省
-通

i

十父土国

平成23年3局14日
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Press Release 

国土交通省
、一

Minlstry 01 Land， Inlrastructure， Transport and Tourism 

関東運輸局災害対策本部

平成23年3月14日

東北地方太平洋沖地震に伴う自動車検査証の有効期間の伸長について

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響で、関東運輸局管内

に使用の本拠の位置を有する自動車は、当面、継続検査を受けることが国難な状況である

と認められるので、暫定的に当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、平成23年3

月11日から平成23年4月10日までのものは、平成23年4月 11日まで伸長するも

のとし、別紙写しのとおり公示しましたのでお知らせいたします。なお、対象地域の復旧

状態に応じ有効期間を再伸長することがあります。

これによって、関東運輸局管内の検査対象車両数約21 5 6万台(軽自動車を含む。)

のうち約94万台が当該公示の適用を受けることになります。

また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険

(共済)の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申請する侍までに契約す

れば良いこととなります。

(対象地域)

O 茨城県

O 栃木県

O 群馬県

O埼玉県

O 千葉県

O 東京都

0神奈川県

O 山梨県

'f231-8433横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎

く問い合せ先〉関東運輸局自動車技術安全部技術課魯兵品、石塚

電話 :045(211) 7255 (直通)
045 (211) 7256 (夜間・休日)

〈配布先〉横浜海事記者クラブ、神奈川・茨城県政記者クラブ、

関東運輸局記者会〔ハイタク〕、物流専門紙、

園土交通省記者会



別紙

公 一刀ミ

道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定により、当

支局管内に使用の本拠の位援を有する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満

了する日が、平成23年3月 11日から同年4月10日までのものは、平成23年4月

1 1日をもって満了するものとする。

平成23年3月14日

関東運輸局 00運輸支局長
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連絡先.

国土交通省中部運輸局自動車技術安全部

技術課林、酒井

111 052-952-8043 

eb--こー
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響で、下記の対象地域に使用

の本拠の位置を有する自動車は、当面、継続検査を受けることが困難な状況であると認められる

ので、暫定的に当該自動車検査証の有効期間の満了する日が、平成23年3月11日から平成2

3年4月10日までのものは、平成23年4月11日まで伸長するものとし、別紙写しのとおり

公示しましたのでお知らせいたします。なお、対象地域の復旧状態に応じ有効期間を再伸長する

ことがあります。

これによって、対象地域内の検査対象車両数約88万台(軽自動車を含む。)のうち約4万台

が当該公示の適用を受けることになります。

また、当該公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)

の契約期間については、伸長された期間内の継続検査を申議する時までに契約すれば良いことと

なります。

記

く対象地域> 沼津自動車検査登録事務所の管轄

沼津市

熱海市

伊東市

三島市

御殿場市

富士宮市

富士市

下岡市

裾野市

伊豆市

伊豆の国市

賀茂郡

田方郡

駿東郡



別紙

公不

道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第61条の2の規定により、静岡県l内

の下記の地域に使用の本拠の位置を有する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了

する日が、平成23年3月11日から平成23年4月10日までのものは、平成23年4月11

日をもって満了するものとする。

平成23年3月148

国士交通省中部運輸局静岡運輸支局長

記

<対象地域> 沼津自動車検査登録事務所の管轄

沼津市

熱海市

伊東市

三島市

御殿場市

富土宮市

富士市

下回市

裾野市

伊豆市

伊豆の国市

賀茂郡

田方郡

駿東郡




